
第 91 号 議 案

　第 4 次長崎県男女共同参画基本計画を変更する案を別紙のとおり提出する。

　　　　　令  和  6  年  9  月  9  日

 長 崎 県 知 事　　大　　石　　賢　　吾

　（提案理由）

　 　第 4 次長崎県男女共同参画基本計画の変更について、長崎県男女共同参画推進条例第 7 条第 5 項で準用する

同条第 3 項の規定により、議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出する理由である。
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第４次長崎県男女共同参画基本計画の変更について 

 

 第４次長崎県男女共同参画基本計画を次のとおり変更する。 

 次の表に掲げる計画の変更部分は、下線の部分である。 

変更後 変更前 

基本目標Ⅱ 誰もが能力を発揮し、多様な働き方

ができる環境づくり 

政策目標４ 雇用の場における男女共同参画の推

進と仕事と生活の調和の実現 

(1) 略 

(2) 多様な働き方を踏まえたワーク・ライフ・バ

ランスの推進 

(3)、(4) 略 

■計画の進捗を図るための指標（基本目標Ⅱ） 

指標名 基準

値 

基準

年度 

目標値 目標

年度 

略 

ながさき

結婚・子育

て応援宣

言団体数

（累計） 

略 860 団体 略 

略 

県の男性

職員の育

児休業取

得率（知事

部局） 

略 100.0％ 略 

略 

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現 

政策目標１１ 防災・復興における男女共同参画

の推進 

(1) 防災・復興における男女共同参画の推進  

■計画の進捗を図るための指標（基本目標Ⅲ） 

指標名 基準

値 

基準

年度 

目標値 目標

年度 

略 

男 女 共 同

参 画 の 視

点 で の 防

災・復興等

研 修 の 実

施回数 

略 8 回 略 

 

基本目標Ⅱ 誰もが能力を発揮し、多様な働き方

ができる環境づくり 

政策目標４ 雇用の場における男女共同参画の推

進と仕事と生活の調和の実現 

(1) 略 

(2) 多様な働き方を踏まえたワーク・ライフ・バ

ランスの推進 

(3)、(4) 略 

■計画の進捗を図るための指標（基本目標Ⅱ） 

指標名 基準

値 

基準

年度 

目標値 目標

年度 

略 

な が さ き

結婚・子育

て 応 援 宣

言 団 体 数

（累計） 

略 450 団体 略 

略 

県 の 男 性

職 員 の 育

児 休 業 取

得率（知事

部局） 

略 30.0％ 略 

略 

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現 

政策目標１１ 防災・復興における男女共同参画

の推進 

(1) 防災・復興における男女共同参画の推進 

■計画の進捗を図るための指標（基本目標Ⅲ） 

指標名 基準

値 

基準

年度 

目標値 目標

年度 

略 

男 女 共 同

参 画 の 視

点 で の 防

災・復興等

研 修 の 実

施回数 

略 3 回 略 
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